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住居表示制度を実施している地区では、街区符号と住居番号を組み合わせることで建物の住所

を表しています。 

住居番号は、基準点（岩見沢駅舎の所在地）に最も近い角を起点とし、街区の外周を一定間隔

（10～２０ｍ）に区切り、右回りに基礎番号をつけて、建物の玄関から通路の出入口にあたる基

礎番号を「住居番号」としています。 

このため、複数の建物の通路が同じ基礎番号と接している場合は、同じ住居番号を付けること

になり、住所の表記が同じになります。 

 

（例１） 、（例２）岩見沢市〇〇（町）〇（条）〇丁目３番２号 

（例３）～（例６）岩見沢市〇〇（町）〇（条）〇丁目３番９号 

 

 

 

同一住居番号により住所の表記が隣家と同じになると、郵便物の誤配など日常生活上での不便

が生じることがあります。 

 そのため、従来は１０戸以上の共同住宅又は長屋３戸以上の場合のみに使用していた枝番制度

を、同一番号対策として、建物を新築される場合で同一住居番号となる場合にも、枝番号を付け

ることで同一住居番号にならないようにすることを可能にしました。 

 また、既に同一住居番号でお困りの方についても、ご本人のお申出を受けて、枝番号を付ける

ことで同一住居番号を解消することができます。 
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〇 住居表示制度の現状 
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【枝番の付け方と表記の仕方】 

 

 

 

 

 

（例２）岩見沢市〇〇（町）〇（条）〇丁目３番２号     岩見沢市〇〇（町）〇（条）〇丁目３番２－２号 

 

 

 

 

 

 

 

（例４）岩見沢市〇〇（町）〇（条）〇丁目３番９号     岩見沢市〇〇（町）〇（条）〇丁目３番９－２号 

 

 

 

 

（１）枝番号を付番できる建物 

・住居表示実施区域内に新築される一戸建ての建物で、同じ住居番号となる可能性がある建物 

・住居表示実施区域内の一戸建ての建物で、同じ住居番号が既に複数ある建物 

 

（２）枝番号の対象とならない建物 

・住居表示の実施区域を対象としていますので、住居表示を実施していない地区（地番で住所

を表示している地区）については対象となりません。 

・１０戸未満のアパートやマンションなどの共同住宅に枝番号は付番できません。 

・お申出いただいた方ご自身の住居番号を変更するもので、同一住居番号の相手方の住居番号

を変更することはできません。 

 

（３）注意事項 

・枝番号はルールに則って付番するため、ご希望の番号を付番することはできません。 

・すでに住居表示が付番されている一戸建ての建物に枝番号を付番した場合についても、住所

変更の手続きが必要になります。運転免許証や通帳等の各種住所変更手続きは、全て自己負担

で行っていただく必要がありますので、ご了承ください。 

・一戸建ての建物の所有者以外の方が手続きを行う場合は、委任状が必要となります。 

 

〇 既に同一住居番号の場合における枝番号の申出 

（申請窓口及びお問合せ先） 

岩見沢市役所 建設部 都市計画課 都市計画係 

住所：岩見沢市鳩が丘１丁目１番１号（2 階 35 番窓口） TEL：0126-3５-4６８４ 
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新築又は申出 

新築又は申出 


